
 

参照条文 

 

○ 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）（抄） 

（隊員の採用） 

第三十五条 隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く

選考によることを妨げない。 

２ 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適

性（自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。）を有するかどうかを判定する

ことをもつてその目的とする。 

一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力 

二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係

る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性 

３ 第一項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令

で定める。 

  （隊員の任期を定めた採用） 

第三十六条の二 第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者（以下

「任命権者」という。）は、第三十五条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又

は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見

を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛

大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて隊員（法律により任期を定めて任用するこ

ととされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第三十六条の

四までにおいて同じ。）を採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識

経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに

該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的

運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定

めて隊員を採用することができる。 

一 当該専門的な知識経験を有する隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な

知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる隊員を部内で確保

することが一定の期間困難である場合 

二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門

的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当

該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

  三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合 

 

○自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）（抄） 

（試験の方法） 

第２２条 隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。 

２ 自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める

場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査及び経歴評定を行うことができる。 



３ 防衛大学校の学生の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、第一項に規

定する試験の方法のほか、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。 

 


